
（別記） 

令和６年度笠間市農業再生協議会水田収益力強化ビジョン 

 

１ 地域の作物作付の現状、地域が抱える課題  

当該地域は、全耕作面積に占める主食用米面積の割合が約 55％で、転作作物に占める

小麦、大豆、飼料作物、飼料用米の面積が多く、これら作物の担い手への集積が進んでい

る。 

 しかしながら、主食用米の需要が減少する中で、他の作物の作付に転換を促進すること

で、水田面積の維持を図っていく必要がある。 

 笠間市における水田は、地域によっては基盤整備が遅れているため、湿田が多い。 

また、中山間地域における棚田、谷津田や未整備水田では自己保全管理が多く、こうい

った水田は、転作作物の作付に不利な条件のため土地利用率が低い状況にある。 

 

２ 高収益作物の導入や転換作物等の付加価値の向上等による収益力 
強化に向けた産地としての取組方針・目標 

 
農業者の所得向上を図るため、湿田が多い本市の地理特性を考慮し、飼料用米を中心と

した作物に転換していく。 
 高収益作物への転換のため、常陸農業協同組合等と協議し、需要のある作物への転換を
進めていく。 

３ 畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標  

土地改良実施地区においては、今後も担い手による作付けを続ける。未改良田において

は、畑地化・樹園地化を進める。畜産農家による飼料作物への転換を図る。 

水稲（水張り）を組み入れない作付体系が数年以上定着し、畑作物のみを生産し続けて

いる水田がないか、今後も水稲作に活用される見込みがないか等の点検を重点的に行う。

耕作者の作付意向を確認し、水稲作付の見込みがない場合は、畑地化を行う。 
集落営農等による圃場の団地化を支援し、ブロックローテーションによる転作作物の作

付を推進する。 

４ 作物ごとの取組方針等  

（１）主食用米 

笠間市の特徴を生かした JA 独自ブランド米「かさまの粋（すい）～かさまのう米

（まい）」や特別栽培米、コシヒカリ１等米の宣伝を行う。 

前年の需要動向や出荷業者等の意向を勘案しつつ、米の生産を行う。 

 

（２）備蓄米 

集荷団体と連携し、備蓄米制度の趣旨に基づき県優先枠の確保に努めるとともに、

主食用米の需要動向等を注視し、県優先枠の範囲内で畑作物の導入が困難な排水不良

田での作付を推進する。 

 

（３）非主食用米 

 

  ア 飼料用米 

主食用米の需要減が見込まれる中、飼料用米を転作作物の中心作物に位置づける。

また、飼料用米の生産拡大にあたっては、コスト低減の取組や組織的な取組を行



い、国からの産地交付金を活用した耕畜連携（わら利用）の推進を図る。 

 

  イ 米粉用米 

米の需要拡大及び過剰作付解消の観点から、米粉パン等の加工食品の推進を図り

ながら、コスト低減の取組や組織的な取組を行い、作付の推進を図る。 

 

  ウ 新市場開拓用米 

各種補助事業を活用し、農業者の組織化や輸出提携先と農業者とのマッチング 

支援、意欲ある農業者の収益力向上に資する設備等の導入支援を進めるとともに、

物流コスト低減試験の実施等、米輸出の産地体制づくりを支援する。 

 

  エ WCS 用稲 

地元畜産農家との連携及び自家利用としての取組を推進する事により需要先を確

保し、かつ、耕畜連携助成を活用しながら、自給粗飼料の確保のため、作付拡大を

図る。併せて、コスト低減の取組を推進する。 

 

  オ 加工用米 

地元ＪＡとの系統出荷による一定の需要があることから生産量を維持する必要が

ある。 

用途としては、冷凍米飯、米菓等があるが、複数年契約等の取組を活用しながら

推進を行い、生産の拡大を図っていく。 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

現在、取組のある水田においては、明渠等による排水対策に取り組みながら、二毛

作、ブロックローテーション及び担い手による団地化形成の推進を継続し、現在の

麦・大豆の作付面積を維持する。 

また、品質や収量についても、土壌改良や排水対策の徹底、適期播種等の取組を行

い、改善を目指す。 

飼料作物は、地元畜産農家との連携及び自家利用としての取組を推進することによ

り需要先を確保し、二毛作を推進し、飼料自給率向上につながる取組として作付拡大

を図る。 

 

（５）そば、なたね 

地域の実需者との契約に基づき、現行の栽培面積を維持・拡大のため、湿害対策や

栽培技術の高位平準化を推進し、品質の向上・作付拡大を図り、所得の向上による経

営安定を目指す。また、食料自給率向上のため、二毛作の取組を支援する。 

 

（６）地力増進作物 

有機栽培や高収益作物等への転換に向けた土づくりの取組を推進するため、地力増

進作物の作付拡大を図る。 

   対象作物は、次のとおりとする。 

科名 作物名 

イネ科 エンバク、ライムギ、ライコムギ、コムギ、イタリアンライグラ

ス、ソルガム（ソルゴー）、スーダングラス、トウモロコシ、ギニ

アグラス、ヒエ 

マメ科 ヘアリーベッチ、レンゲ、クリムソンクローバ、アカクローバ、ク

ロタラリア、セスバニア、エビスグサ 



キク科 ヒマワリ、マリーゴールド 

アブラナ科 シロガラシ、ナタネ、カラシナ（チャガラシ） 

ハゼリソウ科 ハゼリソウ 

 

（７）高収益作物 

ア 野菜 

「きゅうり」、「トマト」、「なす」、「いちご」、「アスパラガス」、「ねぎ」、「大根」、

「未成熟とうもろこし」、「きのこ類」、「その他野菜」を振興品目として推進し、作付

拡大を図る。 

イ 花き、花木 

「菊（小菊を含む）」、「その他花き・花木」を振興品目として推進し、土地利用集

積により作付拡大を図る。地域の実需者との契約に基づき、現行の栽培面積を維持す

る。 

県内有数の産地であり、笠間市の花である「菊」と、県の銘柄産地に指定されてい

る「小菊」の品質向上に取り組む。 

ウ 果樹 

「いちじく」、「うめ」、「かき」、「梨」、「ぶどう」、「ゆず」、「りんご」、「栗」、「その

他果樹」を振興品目として推進し、作付拡大を図る。 

エ 雑穀 

「雑穀（ごまを含む）」、「その他雑穀」を振興品目として推進し、作付拡大を図

る。 

オ 豆類 

「小豆」、「落花生」、「いんげん」、「その他豆類」を振興品目として推進し、作付拡

大を図る。 

カ 茶、たばこ 

「茶」、「たばこ」を振興品目として推進し、作付拡大を図る。 

  キ 湛水性野菜 

「れんこん」、「せり」、「ウコン」、「クレソン」、「その他湛水性野菜」を振興品目と

して推進し、作付拡大を図る。 

ク 芝 

「芝」を振興品目として推進し、作付拡大を図る。 

 

５ 作物ごとの作付予定面積等 ～ ８ 産地交付金の活用方法の明細  

別紙のとおり 
 

 ※ 農業再生協議会の構成員一覧（会員名簿）を添付してください。 



別紙

５　作物ごとの作付予定面積等
（単位：ha）

うち
二毛作

うち
二毛作

うち
二毛作

1,463.8 1,480.3 1,470.0

5.7 0.0 2.9 0.0 4.0 0.0

311.1 0.0 286.9 0.0 282.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

8.9 0.0 9.1 0.0 10.0 0.0

29.9 0.0 30.2 0.0 31.0 0.0

0.1 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0

122.0 0.0 99.6 0.0 120.0 0.0

129.0 116.6 113.1 98.4 120.0 100.0

48.1 4.9 46.3 4.0 50.0 5.0

・子実用とうもろこし 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12.4 1.7 11.1 1.1 14.0 2.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.5 0.0 0.8 0.0 1.0 0.0

106.8 2.2 110.5 2.2 115.0 3.0

・野菜 40.5 2.2 45.0 2.2 46.0 3.0

・花き・花木 17.6 0.0 16.7 0.0 18.0 0.0

・果樹 47.5 0.0 47.6 0.0 49.0 0.0

・その他の高収益作物 1.2 0.0 1.2 0.0 2.0 0.0

1.2 0.0 0.9 0.0 1.5 0.0

・景観形成作物 1.2 0.0 0.9 0.0 1.5 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

前年度作付面積等
当年度の

作付予定面積等
令和８年度の
作付目標面積等

主食用米

備蓄米

地力増進作物

高収益作物

その他

畑地化

作物等

麦

大豆

飼料作物

そば

なたね

飼料用米

米粉用米

新市場開拓用米

WCS用稲

加工用米



６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値

※　必要に応じて、面積に加え、取組によって得られるコスト低減効果等についても目標設定してください。

※　目標期間は３年以内としてください。

整理
番号

対象作物 使途名 目標

1 麦　※基幹作のみ 担い手による団地化形成加算（麦）
・基幹作の作付面積に対する取組割合
（％）

（令和5年度）98.3%
（令和6年度）99.0%
（令和7年度）99.5%
（令和8年度）100.0%

2 大豆　※基幹作のみ
担い手による団地化形成加算（大
豆）

・基幹作の作付面積に対する取組割合
（％）

（令和5年度）77.3%
（令和6年度）78.0%
（令和7年度）79.0%
（令和8年度）80.0%

（令和6年度）41.0ha
（令和7年度）42.0ha
（令和8年度）43.0ha

4
麦、大豆、飼料作物、そば
※二毛作のみ

二毛作助成 ・二毛作の導入面積（ha） （令和5年度）123.3ha
（令和6年度）109.0ha
（令和7年度）110.0ha
（令和8年度）111.0ha

3

飼料用米生産ほ場の稲わら
（わら利用の取組）、WCS用
稲（資源循環の取組）、飼
料作物(水田放牧)　※基幹
作のみ

耕畜連携助成 ・農地の高度利用面積（ha） （令和5年度）38.5ha

（令和6年度）5.2ha
（令和7年度）5.3ha
（令和8年度）5.4ha

6
地域振興作物（別添２のと
おり）　※基幹作のみ

地域振興作物助成 ・地域振興作物取組面積（ha） （令和5年度）38.7ha
（令和6年度）39.0ha
（令和7年度）39.5ha
（令和8年度）40.0ha

5 花き（キク（小菊含む）） 地域振興作物土地利用集積加算
・花き（キク（小菊含む））の土地利用
集積面積（ha）

（令和5年度）5.1ha

（令和6年度）312.0ha
（令和7年度）313.0ha
（令和8年度）314.0ha

7
飼料用米、ＷＣＳ用稲、米
粉用米、新市場開拓米　※
基幹作のみ

新規需要米生産性向上等の取組助成
・飼料用米、ＷＣＳ用稲、米粉用米、新
市場開拓米の取組面積（ha）

（令和5年度）311.1ha



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：茨城県

協議会名：笠間市農業再生協議会

1 担い手による団地化形成加算（麦） 1 5,500 麦
当該助成対象者による当年の転作実施面積が４ｈａ以上である事、団地化された農
地において、対象作物を１ｈａ以上生産している事等。

2 担い手による団地化形成加算（大豆） 1 1,600 大豆
当該助成対象者による当年の転作実施面積が４ｈａ以上である事、団地化された農
地において、対象作物を１ｈａ以上生産している事等。

3 耕畜連携助成 3 10,500
飼料用米生産ほ場の稲わら、飼料作

物、WCS用稲
別添１「取組条件の詳細（耕畜連携）」のとおり。

4 二毛作助成 2 10,500 麦、大豆、飼料作物、そば
①対象作物と主食用米、②対象作物と対象作物、の取組による組み合わせの二毛
作。

5 地域振興作物土地利用集積加算 1 5,500 花き（キク（小菊含む））
土地利用集積（１ｈａ以上の面積集積）を実施しており、土地利用集積された農地に
おいて、対象作物を１ｈａ以上生産している事等。

6-1 地域振興作物助成（豆類） 1 11,600 地域振興作物（豆類） 別添２「地域振興作物」に定める助成対象作物を収穫し、販売を行うこと等。

6-2 地域振興作物助成(果樹・茶・たばこ) 1 7,900 地域振興作物（果樹、茶、たばこ） 別添２「地域振興作物」に定める助成対象作物を収穫し、販売を行うこと等。

6-3 地域振興作物助成（野菜） 1 7,900 地域振興作物（野菜） 別添２「地域振興作物」に定める助成対象作物を収穫し、販売を行うこと等。

6-4 地域振興作物助成(花き・花木、芝、雑穀) 1 6,300 地域振興作物（花き・花木、芝、雑穀） 別添２「地域振興作物」に定める助成対象作物を収穫し、販売を行うこと等。

6-5 地域振興作物助成(湛水性野菜) 1 4,200 地域振興作物（湛水性野菜） 別添２「地域振興作物」に定める助成対象作物を収穫し、販売を行うこと等。

7 新規需要米生産性向上等の取組助成 1 600
飼料用米、ＷＣＳ用稲、米粉用米、新
市場開拓米（コメ新市場開拓等促進

事業の採択分を除く）
茨城県設定産地交付金の「新規需要米生産性向上等の取組への加算」に準ずる。

対象作物
※３

取組要件等
※４

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価
（円/10a）

※１　二毛作及び耕畜連携を対象とする使途は、他の設定と分けて記入し、二毛作の場合は使途の名称に「○○○（二毛作）」、耕畜連携の場合は使途の名称に「○○○（耕畜連携）」と記入してください。
　　　ただし、二毛作及び耕畜連携の支援の範囲は任意に設定することができるものとします。
　　　　なお、耕畜連携で二毛作も対象とする場合は、他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（耕畜連携・二毛作）」と記入してください。
※２　「作期等」は、基幹作を対象とする使途は「１」、二毛作を対象とする使途は「２」、耕畜連携で基幹作を対象とする使途は「３」、耕畜連携で二毛作を対象とする使途は「４」と記入してください。
※３　産地交付金の活用方法の明細（個票）の対象作物を記載して下さい。対象作物が複数ある場合には別紙を付すことも可能です。
※４　産地交付金の活用方法の明細（個票）の具体的要件のうち取組要件等を記載してください。取組要件が複数ある場合には、代表的な取組のみの記載でも構いません。



取組内容

※利用供給協定に含まれるべき事項

　各取組における利用供給協定書または自家利用供給計画書については、実施する取組の種類に応じて、次の事項を記載す
る。

１．わら利用（飼料用米生産ほ場の稲わら利用の取組）
　（１）取組の内容　（２）わらを生産する者　（３）わらを収集する者　（４）わらを利用する者　（５）ほ場の場所及び面積　（６）刈取
り時期　（７）利用供給協定締結期間　（８）わら取引の条件（作業分担及び品代・経費の負担）　（９）その他必要な事項

２．資源循環（飼料生産水田へのたい肥散布の取組）
　（１）取組の内容　（２）供給される飼料の種類　（３）飼料を生産する者　（４）堆肥を散布する者　（５）ほ場の場所及び面積　（６）
刈取り時期　（７）堆肥の散布時期及び量　（８）利用供給協定締結期間　（９）堆肥散布の条件（作業分担及び品代・経費の負
担）　（10）その他必要な事項

３．水田放牧（水田における牛の放牧の取組）
　（１）取組の内容　（２）飼料作物を生産する者　（３）牛群を管理する者　（４）ほ場の場所及び面積　（５）牛の入退牧の時期及び
放牧頭数　（６）利用供給協定締結期間　（７）水田放牧の条件（作業分担及び品代・経費の負担）　（８）その他必要な事項

　利用供給協定または自家利用供給計画に基づき実施する飼料用米生産ほ場の稲わら利
用の取組であり、次に掲げる事項の全てを満たしていること。

　水田で生産されたWCS用稲の供給を受けた家畜の排せつ物から生産された堆肥をWCS
用稲を作付けする又は作付けした水田に施肥する取組であって、次に掲げる事項の全てを
満たしていること。

　利用供給協定または自家利用供給計画に基づき実施する飼料作物の作付水田における
牛の放牧の取組であり、次に掲げる事項の全てを満たしていること。

１．わら利用
の取組（飼料
用米生産ほ
場の稲わら
利用の取組）

・利用供給協定書ま
たは自家利用供給計
画書
・出荷販売伝票また
は給餌日誌

・連携の相手方となる者との間に、利用供給協定を締結（自家利用の場合には自家利用計
画を策定）すること。
・対象農地であることについては、当年産において、飼料用米の作付が行われる水田であ
ること。
・取組要件については、そのわらが確実に飼料として利用され、かつ、その子実が飼料又
は飼料の種苗として利用される稲の作付けであること。
また、刈取り時期が出穂期以降で利用供給協定書又は自家利用供給計画書に定める時
期としていること。

２．資源循環
（WCS用稲生
産水田への
堆肥散布の
取組）

・利用供給協定書
・出荷販売伝票
・堆肥散布日誌
・堆肥散布委託契約
書（※第三者へ委託
する場合のみ。ただ
し、利用供給協定書
に記載があれば不
要）

・連携の相手方となる者との間に、利用供給協定を締結（自家利用の場合には自家利用計
画を策定）すること。
・散布される堆肥が、利用供給協定に基づき水田で生産されたWCS用稲の供給を受ける家
畜の排せつ物から生産されたものであること。
・堆肥を散布する者は、水田で生産されたWCS用稲の供給を受けた家畜の所有者又はそ
の者の委託を受けた者であること。
・同一年度において他に水田への堆肥散布の取組による助成を受けない水田であること。

（注）WCS用稲については、食用に供される畜産物を生産するために飼養される牛、馬、め
ん羊、山羊に供される場合に限る。

３．水田放牧
（飼料作物生
産水田にお
ける牛の放
牧の取組）

・利用供給協定書ま
たは自家利用供給計
画書
・出荷販売伝票（畜
産農家等牛）または
農作業日誌（自家
牛）
・放牧頭数、放牧期
間等が把握できる日
誌

・連携の相手方となる者との間に、利用供給協定を締結（自家利用の場合には自家利用計
画を策定）すること。
・当該年度における放牧の取組であること。
・１ha当たりの放牧頭数が成牛換算で２頭以上であること。なお、成牛換算においては、育
成牛２頭あたり成牛１頭とします。
・対象牛は、おおむね24か月齢以上の成牛又は８か月齢以上の育成牛であること｡
・地域における適正な放牧密度により放牧が実施されるものであり、かつ、１ha当たり延べ
放牧頭数が180頭日以上であること。

取組要件 確認資料等

　耕畜連携（わら利用の取組・資源循環の取組・水田放牧の取組）に係る取組
条件の詳細について
　本事業の交付対象となる取組は以下のとおりとします。なお、同一の水田において複数の取組を行う場合においては、いずれ
か一つの取組を選択するものとします。

別添１（耕畜連携）



別添２（地域振興作物）

○野菜 （ 円/10a　） 整理番号６－３
きゅうり、トマト、なす、いちご、アスパラガス、ねぎ、大根、未成熟とうもろこし、きのこ類、その他野菜

○花き・花木 （ 円/10a　） 整理番号６－４

○果樹 （ 円/10a　） 整理番号６－２

○雑穀 （ 円/10a　） 整理番号６－４
雑穀（ごま含む）、その他雑穀

○豆類 （ 円/10a　） 整理番号６－１
小豆、落花生、インゲン、その他豆類

○茶・たばこ （ 円/10a　） 整理番号６－２

○湛水性野菜 （ 円/10a　） 整理番号６－５
れんこん、せり、クレソン、その他湛水性野菜

○芝 （ 円/10a　） 整理番号６－４

4,200

6,300

※助成対象作物は，令和6年産（令和6年4月1日～令和7年3月31日までに収穫した作物）とする。
　 ただし、生育期間に該当する作物である場合等、※印が記載されている作物については、要件を満たすことにより
本助成の対象とする。

※令和6年度が生育期間に当たる場合には、次年度以降に販売を行うことを目的に管理を行うことを条件とする。な
お、助成対象期間については、生育期間の開始年度を含めて連続４年間までとする。注：生育期間の開始年度とは、
新植・改植・品種の一挙更新を目的とした接ぎ木をした年度をいう。

7,900
日本なし、うめ、りんご、もも、柿、いちじく、キウイフルーツ、栗、ブルーベリー、ぶどう、ゆず、その他果樹

6,300

11,600

7,900

※同一ほ場で、同一年度内に同一作物を複数回栽培した場合は、基幹作として整理した１回のみを本助成の対象と
する。

※同一ほ場で、同一年度内に複数の作物を栽培した場合は、基幹作として整理したひとつの作物のみを本助成の対
象とする。

7,900

6,300
キク（小菊含む）、その他花き・花木

地域振興作物（高収益作物）の助成対象作物及び助成単価


